
慶應義塾新型コロナウイルス感染症対策本部
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発症した日（陽性と診断される検査をした日）から２日前より後に同居者以外で会った人はいますか？
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◆医療機関で療養した場合 → 療養解除後

◆自宅療養の場合
• 症状があるとき → 発症から10日以上経過し、かつ

症状軽快から72時間以上経過後
• 症状がないとき → 発症から7日以上経過後

保健管理センターに連絡して、「登校許可面接」
を受けてください（許可を受けるまでは登校できません）。

•濃厚接触者に相当する人に以下の事項を至急伝えてください。
✓ あなたが新型コロナウイルス陽性者と診断されたこと
✓ 発症した日（あるいは陽性と診断された検査をした日）
✓ 相手が濃厚接触者に相当すると考えられ、最終接触日を0日目として

7日間†の自主隔離（8日目解除）の必要があること

• 保健管理センターHPから「罹患報告」をしてください。
• 保健所、保健管理センターから連絡があった場合は協力してください。
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NO

あなたと感染リスクのある状態で接近した
“濃厚接触者”に相当する人はいますか？

〔一緒に飲食した、マスクを正しく着用していない状態で１m以内に
接近した、狭い場所に長時間一緒にいた（カラオケ、ドライブなど）、
正対する状態で長時間一緒にいた（ボードゲーム、麻雀など）、等〕

NO所属団体の代表者、会長等に、あなたが新型コロナウイルスに
感染したこと、発症日を報告してください。

YES

あなたは、学生団体、体育会に所属していますか？

自分が新型コロナウイルス検査で陽性になったとき

新型コロナウイルス感染症の陽性者が判明したときの対応

あなたが発症した日（無症状の場合は陽性と診断される検査をした日）を確認してください。

• あなたから連絡が必要な人はいません
• 保健管理センターHPから「罹患報告」
をしてください。

• 保健所、保健管理センターから連絡があった
場合は協力してください。

† 自主隔離の期間は、行政による濃厚接触者の自宅待機期間が変更されたときは、それに準じます。

あなたは家族等と同居していますか？

同居者は“濃厚接触者”になり、感染対策開始から7日間の自主隔離が必要です。
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